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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
プラズマを用いて試料が処理される処理室と、前記プラズマを生成するための高周波電力
を供給する高周波電源と、前記試料を静電吸着させる電極が配置され前記試料が載置され
る試料台と、前記電極に直流電圧を印加する直流電源とを備えるプラズマ処理装置におい
て、
プラズマ処理された試料を前記試料台の上方に上昇させた後、前記試料の電位が小さくな
るように前記直流電源の出力を制御する制御装置をさらに備えることを特徴とするプラズ
マ処理装置。
【請求項２】
プラズマを用いて試料が処理される処理室と、前記プラズマを生成するための高周波電力
を供給する高周波電源と、前記試料を静電吸着させる電極が配置され前記試料が載置され
る試料台と、前記電極に直流電圧を印加する直流電源とを備えるプラズマ処理装置におい
て、
静電吸着した試料を前記試料台から離脱させるためのプラズマをオフさせた後、前記プラ
ズマをオフさせる前の前記直流電圧から正の方向へ前記直流電圧をシフトさせるように前
記直流電源の出力を制御する制御装置をさらに備えることを特徴とするプラズマ処理装置
。
【請求項３】
請求項１に記載のプラズマ処理装置において、



(2) JP 6505027 B2 2019.4.24

10

20

30

40

50

前記制御装置は、前記プラズマ処理された試料を前記試料台の上方に上昇させた後、前記
静電吸着した試料を前記試料台から離脱させるためのプラズマをオフさせることを特徴と
するプラズマ処理装置。
【請求項４】
請求項２に記載のプラズマ処理装置において、
前記直流電圧の正の方向へのシフト量は、前記試料台の上方に上昇させられた試料と前記
試料台の表面との間の静電容量および前記プラズマの浮遊電位に基づいて求められている
ことを特徴とするプラズマ処理装置。
【請求項５】
請求項２に記載のプラズマ処理装置において、
前記プラズマのオフ後の直流電圧は、０Ｖであることを特徴とするプラズマ処理装置。
【請求項６】
請求項２に記載のプラズマ処理装置において、
前記プラズマのオフから前記直流電圧を正の方向へシフトさせるまでの時間は、０．１～
１．０秒の範囲内の時間であることを特徴とするプラズマ処理装置。
【請求項７】
請求項４に記載のプラズマ処理装置において、
前記試料の電位のシフト量は、＋１０～＋２０Ｖの範囲内の値であることを特徴とするプ
ラズマ処理装置。
【請求項８】
請求項２に記載のプラズマ処理装置において、
前記直流電圧の正の方向へのシフト量は、前記試料台から離脱させた試料の電位と前記直
流電圧との相関関係に基づいて求められることを特徴とするプラズマ処理装置。
【請求項９】
請求項２に記載のプラズマ処理装置において、
前記直流電圧の正方向へのシフト量は、前記直流電圧の正方向へのシフト量と前記試料の
電位のシフト量との比が静電容量比と等しくなるような値として求められ、
前記静電容量比は、前記試料台の上方に上昇させられた試料と前記試料台の表面との間の
静電容量と、前記試料台から前記試料を上方へ上昇させる離脱機構を介した地表に対する
試料の静電容量と、の比であることを特徴とするプラズマ処理装置。
【請求項１０】
請求項２に記載のプラズマ処理装置において、
前記制御装置は、前記プラズマをオフさせる前の前記直流電圧から正の方向へ前記直流電
圧をシフトさせた後、前記プラズマ処理された試料を前記処理室から搬出させることを特
徴とするプラズマ処理装置。
【請求項１１】
静電吸着させるための電極に直流電圧を印加することにより試料を静電吸着させる試料台
からプラズマ処理された試料を離脱させる試料の離脱方法において、
前記プラズマ処理された試料を前記試料台の上方に上昇させた後、前記試料の電位が小さ
くなるように前記直流電圧を制御することを特徴とする試料の離脱方法。
【請求項１２】
静電吸着させるための電極に直流電圧を印加することにより試料を静電吸着させる試料台
からプラズマ処理された試料を離脱させる試料の離脱方法において、
前記静電吸着した試料を前記試料台から離脱させるためのプラズマをオフさせた後、前記
プラズマをオフさせる前の前記直流電圧から正の方向へ前記直流電圧をシフトさせること
を特徴とする試料の離脱方法。
【請求項１３】
請求項１１に記載の試料の離脱方法において、
前記プラズマ処理された試料を前記試料台の上方に上昇させた後、前記静電吸着した試料
を前記試料台から離脱させるためのプラズマをオフすることを特徴とする試料の離脱方法
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。
【請求項１４】
請求項１２に記載の試料の離脱方法において、
前記試料台の上方に上昇させられた試料と前記試料台の表面との間の静電容量および前記
プラズマの浮遊電位に基づいて前記直流電圧の正の方向へのシフト量を求めることを特徴
とする試料の離脱方法。
【請求項１５】
請求項１２に記載の試料の離脱方法において、
前記プラズマのオフ後の直流電圧を０Ｖとすることを特徴とする試料の離脱方法。
【請求項１６】
請求項１２に記載の試料の離脱方法において、
前記プラズマのオフから前記直流電圧を正の方向へシフトさせるまでの時間を０．１～１
．０秒の範囲内の時間とすることを特徴とする試料の離脱方法。
【請求項１７】
請求項１４に記載の試料の離脱方法において、
前記試料の電位のシフト量を＋１０～＋２０Ｖの範囲内の値とすることを特徴とする試料
の離脱方法。
【請求項１８】
請求項１２に記載の試料の離脱方法において、
前記試料台から離脱させた試料の電位と前記直流電圧との相関関係に基づいて前記直流電
圧の正の方向へのシフト量を求めることを特徴とする試料の離脱方法。
【請求項１９】
請求項１２に記載の試料の離脱方法において、
前記直流電圧の正方向へのシフト量と前記試料の電位のシフト量との比が静電容量比と等
しくなるように前記直流電圧の正方向へのシフト量を求め、
前記静電容量比は、前記試料台の上方に上昇させられた試料と前記試料台の表面との間の
静電容量と、前記試料台から前記試料を上方へ上昇させる離脱機構を介した地表に対する
試料の静電容量と、の比であることを特徴とする試料の離脱方法。
【請求項２０】
請求項１２に記載の試料の離脱方法において、
前記プラズマをオフさせる前の前記直流電圧から正の方向へ前記直流電圧をシフトさせた
後、前記試料がプラズマ処理される処理室から前記プラズマ処理された試料を搬出するこ
とを特徴とする試料の離脱方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は，半導体装置の製造の技術に関する。特に本発明は，半導体装置の製造に好適な
試料の離脱方法およびプラズマ処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
半導体製造におけるプラズマ処理方法の一つにプラズマエッチングがある。プラズマエッ
チングでは，試料基板（ウエハ）を処理室内部の試料台上に載置し，プラズマに曝露させ
る。この際，処理室に導入するガス種やウエハに印加する高周波電力など種々の処理条件
を調整することによりウエハ上の特定の積層膜を選択的に除去し，ウエハ上に微細な回路
パターンを形成する。
【０００３】
　上記の様なプラズマエッチングにおいて，処理中のウエハずれの防止やウエハ温度調整
の要求などから，通常，ウエハは静電吸着電極などを用いて試料台上に固定される。処理
の終了後はウエハの固定を解除し，ウエハを試料台上方に押し上げる離脱機構等を用いて
ウエハを試料台から離脱させて処理室からの搬出を行なう。
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【０００４】
　静電吸着電極を用いたウエハ吸着では，電極に電圧を印加することによって電極とウエ
ハとの間に存在する誘電体膜等に生じる静電気力によってウエハの吸着を行なう。従って
電極に印加する電圧を遮断することで吸着の解除を行なうことができるが，その際に誘電
体膜やウエハに対する除電が不十分で電荷が残留することによって，電極への印加電圧遮
断後もウエハに対する吸着力が保持される場合がある。
【０００５】
　上記のような残留吸着力が発生することで，ウエハを試料台から離脱する際にウエハの
位置ずれが生じる場合や，離脱する際にウエハにかかる力によってウエハが破損する場合
などがある。ウエハずれの発生は搬送時の装置エラーのリスクにつながり，場合によって
は製品処理が停止する場合がある。ウエハの破損は，ウエハ自体の損失に加え，破損した
ウエハを装置内から除去するなど，装置の原状回復までに時間を要する場合がある。いず
れの場合も製品スループットに悪影響を及ぼす可能性が高く，除電による残留吸着力の低
減は上記リスクの低減のため必要である。残留吸着力の低減のための除電方法としては以
下のような手法がこれまでに知られている。
【０００６】
　特許文献１においては，静電吸着装置の静電チャック電極にチャック電圧を印加し，被
処理基板を前記静電チャック電極に静電吸着させる工程と，前記被処理基板が前記静電チ
ャック電極に静電吸着された状態で，前記被処理基板に処理を施す工程と，前記被処理基
板への処理が終了した後，チャンバー内を真空排気する真空処理工程と，前記真空処理工
程の間，前記静電チャック電極の電圧を前記チャック電圧と同じ極性の電圧で安定させる
工程と，前記静電チャック電極の電圧が安定した後，前記チャンバー内に除電用ガスを供
給する工程と，前記チャンバー内に供給された前記除電用ガスをプラズマ化する工程と，
前記被処理基板を前記静電チャック電極から離脱させる工程と，前記被処理基板が前記静
電チャック電極から離脱した後，前記静電チャック電極を基準電位にする工程と，を具備
する除電処理方法が開示されている。
【０００７】
　また，特許文献２においては，電極を内包する誘電体上に載置され，前記電極への所定
極性の直流電圧の印加により前記誘電体に静電気力によって吸着された被吸着物を，前記
誘電体から離脱させる離脱方法であって，前記電極への前記直流電圧の印加を停止する工
程と，前記被吸着物を除電用のプラズマに曝露する工程と，前記プラズマへの曝露により
前記被吸着物に発生するセルフバイアス電圧と同極性の直流電圧を前記電極に印加する電
圧印加工程と，を具備する除電処理方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１０－４０８２２号公報
【特許文献２】特開２００４－４７５１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
特許文献１および２においては，プラズマを用いた除電処理に伴うプラズマからの荷電粒
子流入によってウエハ表面に電位が現れることについてなんら考慮が成されていない。プ
ラズマエッチングにおいては，処理されるウエハの裏面に高抵抗の膜が存在し，ウエハが
他の構造物とほぼ絶縁されているとみなしてよい場合が多々ある。
【００１０】
　上記のようにウエハが絶縁されている場合には，プラズマから流入した荷電粒子はウエ
ハから移動することができないため，プラズマの消失後もウエハの表面にプラズマの浮遊
電位が残存するおそれがある。その電位はプラズマ放電を終了し，ウエハを処理室から搬
出するまでの間ウエハに保持される。



(5) JP 6505027 B2 2019.4.24

10

20

30

40

50

【００１１】
　また，プラズマ生成時はウエハ上にプラズマシースができることでウエハへの真空処理
室内の塵埃（以下，異物と記載する）付着が防がれることが知られているが，プラズマ放
電の終了後はプラズマシースによる異物付着防止効果が働かなくなるため，異物がウエハ
に付着しやすくなる。
【００１２】
　さらにウエハが載置されるダイポール電極の面積差，容量(抵抗)，経時変化等の意図し
ない要因によりウエハに電位が発生する場合もある。
【００１３】
　上述のようにプラズマ放電の終了後にウエハ表面に電位が現れると，その電位によって
帯電した異物がウエハに誘引され付着し，歩留まりの悪化を招く原因となる。
【００１４】
　本発明は，上述した課題を鑑み，試料へ付着する異物を低減できる試料の離脱方法およ
びプラズマ処理装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　　本発明は、プラズマを用いて試料が処理される処理室と、前記プラズマを生成するた
めの高周波電力を供給する高周波電源と、前記試料を静電吸着させる電極が配置され前記
試料が載置される試料台と、前記電極に直流電圧を印加する直流電源とを備えるプラズマ
処理装置において、プラズマ処理された試料を前記試料台の上方に上昇させた後、前記試
料の電位が小さくなるように前記直流電源の出力を制御する制御装置をさらに備えること
を特徴とする。
【００１６】
　また、本発明は、プラズマを用いて試料が処理される処理室と、前記プラズマを生成す
るための高周波電力を供給する高周波電源と、前記試料を静電吸着させる電極が配置され
前記試料が載置される試料台と、前記電極に直流電圧を印加する直流電源とを備えるプラ
ズマ処理装置において、静電吸着した試料を前記試料台から離脱させるためのプラズマを
オフさせた後、前記プラズマをオフさせる前の前記直流電圧から正の方向へ前記直流電圧
をシフトさせるように前記直流電源の出力を制御する制御装置をさらに備えることを特徴
とする。
【００１７】
　さらに本発明は、静電吸着させるための電極に直流電圧を印加することにより試料を静
電吸着させる試料台からプラズマ処理された試料を離脱させる試料の離脱方法において、
前記プラズマ処理された試料を前記試料台の上方に上昇させた後、前記試料の電位が小さ
くなるように前記直流電圧を制御することを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明は、静電吸着させるための電極に直流電圧を印加することにより試料を静
電吸着させる試料台からプラズマ処理された試料を離脱させる試料の離脱方法において、
前記静電吸着した試料を前記試料台から離脱させるためのプラズマをオフさせた後、前記
プラズマをオフさせる前の前記直流電圧から正の方向へ前記直流電圧をシフトさせること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
本発明により、試料へ付着する異物を低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明に係るプラズマ処理装置の要部断面の構成を示す図である。
【図２】従来の除電処理を示すタイムチャートである。
【図３】本発明を示すフローチャートである。
【図４】本発明に係る除電処理を示すタイムチャートである。
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【図５】地表に対するウエハの静電容量が十分大きくなる構造をもった搬送機構を示す図
である。
【図６】押し上げピン上昇後のウエハ電位と静電吸着電極への印加電圧との関係を示すグ
ラフである。
【図７】可変直流電源，静電吸着電極，誘電体層，ウエハおよび押し上げピンをモデル化
した等価回路を示す図である。
【図８】浮遊電位のマイクロ波入射電力依存性と浮遊電位の処理圧力依存性を示す図であ
る。
【図９】ウエハ電位の変化量とＴ１との関係を示す図である。
【図１０】異物のウエハへの到達率におけるウエハ表面電位依存性を示す図である。
【図１１】本発明に係る除電処理を示すタイムチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
以下，本発明に係る各実施形態について説明する。
【実施例１】
【００２２】
図１から図１０を用いて本発明の実施の形態１の試料の離脱方法について説明する。図１
は，実施の形態１のプラズマ処理装置の要部断面の構成を示す。図１の実施の形態１のプ
ラズマ処理装置は，電子サイクロトロン共鳴（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｃｙｃｌｏｔｒｏｎ　
Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ：ＥＣＲ）型プラズマエッチング装置である。以下，電子サイクロト
ロン共鳴をＥＣＲと記載する。
【００２３】
　図１のＥＣＲ型プラズマエッチング装置であるプラズマ処理装置は，真空処理室である
処理室１０１の内部の，試料の載置台である試料台１０２上に，試料となる半導体基板で
あるウエハ１０３が載置され，処理室１０１の内部にプラズマを生成させることで基板の
エッチング処理を行なう。
【００２４】
　処理室１０１の内壁基材は，接地された導体が含まれている。本実施例では，上記接地
された導体が含まれる内壁基材は，プラズマに暴露されていてもよい。また，当該導体内
壁基材は，プラズマ消失後に当該内壁表面が速やかにおおよそ０Ｖとなる程度の薄い誘電
体の膜があってもよい。
【００２５】
　プラズマ処理装置は，プラズマを発生させる機構として，ソレノイドコイル１０４と，
高周波電源であるマイクロ波電源１０５と，マイクロ波発振源１０６とマイクロ波導波管
１０７とを備える。真空処理室内にはソレノイドコイル１０４によって磁場が発生する。
マイクロ波電源１０５からの高周波電力によりマイクロ波発振源１０６で発生させたマイ
クロ波は，導波管１０７を介して処理室１０１に導入される。マイクロ波は，ソレノイド
コイル１０４で発生させた磁場中でＥＣＲによって電子にエネルギーを与える。その電子
が，図示しないガス供給源から供給されたガスを電離させることによって，プラズマを生
成させる。
【００２６】
　上記プラズマ処理を行う間，ウエハ１０３の裏面には，当該ウエハ１０３の温度の調整
のための冷却ガスが供給される。冷却ガスによるウエハ１０３のずれを防ぐためにウエハ
１０３は，双極型(ダイポール)の静電吸着電極１０８，１０９によって試料台１０２上に
吸着される。静電吸着電極１０８，１０９は，同心円上に一方の電極である静電吸着電極
１０８が内側，他方の電極である静電吸着電極１０９が外側に配置されている。
【００２７】
　静電吸着用電極１０８，１０９には，それぞれ，独立した電源である可変直流電源１１
０，１１１が接続される。内側の静電吸着用電極１０８には，一方の可変直流電源１１０
が接続され，外側の静電吸着用電極１０９には，他方の可変直流電源１１１が接続される
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。静電吸着電極１０８，１０９とウエハ１０３との間には，誘電体層１１２が存在してい
る。静電吸着電極１０８，１０９とウエハ１０３とは，有限の抵抗値と静電容量を持って
電気的に接続される。
【００２８】
　静電吸着用電極１０８，１０９には，ウエハの吸着を行なう際にはそれぞれの電源によ
り逆極性の電圧が印加される。例えば，内側の静電吸着電極１０８には，可変直流電源１
１０により＋５００Ｖの電圧が印加され，外側の静電吸着電極１０９には，可変直流電源
１１１により－５００Ｖの電圧が印加される。
【００２９】
　しかし，吸着を行なうことを目的としない場合には，静電吸着用電極１０８，１０９に
それぞれの電源により同極性の電圧を印加してもよい。上記のような同極性の電圧印加に
より，プラズマ放電が実施されていない場合には吸着を行なうことなく，ウエハの電位を
制御することができる。例えば，内側の静電吸着電極１０８に可変直流電源１１０により
＋５００Ｖの電圧を印加し，外側の静電吸着電極１０９に可変直流電源１１１により＋５
００Ｖ電圧を印加することでウエハの電位を正極性にすることが可能である。
【００３０】
　プラズマ処理装置は，処理が終了し吸着を解除した後，ウエハを試料台１０２から離脱
させるための機構として，試料台内部に貫通孔１１３と貫通孔内に配置された上下可動の
押し上げピン１１４とを備える。静電吸着解除後に離脱機構である押し上げピン１１４に
てウエハを試料台１０２の上方へ押し上げることによってウエハを試料台１０２から離脱
させ，その後，搬送機構を用いて上昇した押し上げピン上のウエハを処理室外に搬送する
。
【００３１】
　また，本実施例でのプラズマ処理装置は，上記可変直流電源１１０，１１１の出力電圧
値を制御するための記憶装置１１５と制御装置１１６とを備える。可変直流電源１１０，
１１１は，制御装置１１６と接続され，制御装置１１６から出力電圧値が制御される。ま
た，制御装置１１６は，プラズマ処理装置のマイクロ波電源１０５，ソレノイドコイル１
０４，処理室１０１内の圧力等も制御する。
【００３２】
　次に図２に示す従来の処理方法における除電処理のタイムチャートを用いて従来の除電
処理動作とその処理における課題を示す。マイクロ波の入射パワーを図２（a），可変直
流電源の出力電圧を図（ｂ），押し上げピンの動作を図２（ｃ），搬送機構の動作を図２
（ｄ），ウエハ電位を図２（e）にそれぞれ示す。
【００３３】
　エッチング処理の終了後，マイクロ波入射電力が変更され，除電用のプラズマが生成さ
れる。変更後のマイクロ波入射電力は例えば，４００Ｗである。この際，図示は省略する
が同時に除電用プラズマ生成のためのガスの切り替えを行なうことが望ましい。除電用プ
ラズマには不活性なガスが好適であり，代表的にはＡｒ，Ｈｅなどが用いられる。ここで
，除電とは，プラズマを用いて試料台１０２に静電吸着したウエハ１０３を試料台１０２
から離脱させるための処理のことである。
【００３４】
　その後，除電用のプラズマによる処理を数秒にわたり実施した後，プラズマ放電を維持
したまま静電吸着電極１０８および１０９に可変直流電源１１０および１１１を用いて印
加している電圧を０Ｖにする。その後さらに数秒の除電用プラズマ処理を行なった後，プ
ラズマ放電を維持したまま押し上げピン１１４によってウエハを試料台１０２から離脱さ
せる。
【００３５】
　その後さらに数秒の除電用プラズマ処理を行なった後，マイクロ波入射電力を遮断し，
プラズマ処理を終了する。プラズマ処理の終了後，上昇した押し上げピン上のウエハは搬
送機構により処理室外に搬出され，ウエハの搬出後押上げピンは下降する。
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【００３６】
　上記の処理に伴い，ウエハには除電用プラズマ処理によってプラズマ浮遊電位程度の電
位が発生するが，この電位はプラズマ生成終了後もウエハに残存し，ウエハ搬出までの間
にウエハに異物を引き寄せる原因となる。従って，押し上げピン上昇後かつプラズマ処理
が終了した後の期間において，ウエハの電位が抑制されることが望ましい。
【００３７】
　上記の課題を解決するための本実施例における処理のフローチャートを図３に示す。本
実施例では，従来動作同様にまず除電用プラズマ処理を開始し，その後静電吸着電極への
印加電圧を０Ｖとし，押し上げピンを上昇させ，マイクロ波入射パワーを遮断する。その
後，本実施例においては，静電吸着電極１０８および１０９に可変直流電源１１０および
１１１を用いて同極性の電圧を印加する。その後，静電吸着電極への電圧印加を維持した
ままウエハの搬出を行い，ウエハの搬出終了後，静電吸着電極への印加電圧を０Ｖとする
。静電吸着電極への印加電圧を０Ｖとした後，押し上げピンを下降させる。
【００３８】
　図３のフローチャートに従った本実施例における処理のタイムチャートを図４に示す。
実施例１の処理においては，マイクロ波入射パワーの遮断の後，時間Ｔ１経過後の時刻ｔ
１において静電吸着電極１０８および１０９の両方に可変直流電源１１０および１１１を
用いて正極性の電圧Ｖ１を印加することによって，プラズマの浮遊電位によって負の電位
を持っているウエハの電位を０Ｖに制御することができる。
【００３９】
　制御開始のための時間Ｔ１および制御に用いられる出力電圧値Ｖ１は，図１に記載の記
憶装置１１５にその値が記憶されている。制御装置１１６は，制御装置１１６が接続され
ているマイクロ波電源１０５からマイクロ波入射電力の遮断を検知し，その後上記時間Ｔ
１およびＶ１に従って静電吸着電極への直流電源による印加電圧を制御する。この際，可
変直流電源１１０および１１１の出力電圧は共に等しい値Ｖ１とする。
【００４０】
　印加電圧Ｖ１に関しては，ウエハに残存するプラズマ浮遊電位を打ち消し，ウエハ電位
を０Ｖにするためのものであるため，プラズマの浮遊電位に関する情報が必要である。ま
た，押し上げピンが上昇した状態で静電吸着電極に電圧を印加することになるため，押し
上げピンが上昇した状態でのウエハ電位と静電吸着電極への印加電圧との関係を把握する
必要がある。
【００４１】
　また，時間Ｔ１は，入射マイクロ波電力の遮断後プラズマ中の荷電粒子消失を待つ待機
時間である。プラズマが存在している場合においては，静電吸着電極に電圧を印加しても
プラズマからの荷電粒子の流入がウエハの電位を遮蔽してしまうため，静電吸着電極への
電圧印加でウエハ電位を制御することはできない。従って，時刻ｔ１においてウエハ電位
の制御を行なうためには，マイクロ波入射が終了してからプラズマが確実に消失するまで
待機してから静電吸着電極への電圧印加を開始する必要がある。
【００４２】
　その後，時刻ｔ２においてウエハは搬送機構に受け渡されるが，この際搬送機構が絶縁
性の材料でできている場合，搬送機構への受け渡しによりウエハには前記Ｖ１の電圧印加
により遮蔽されていた電位が発生する。この電位は搬送中にウエハに異物を引き寄せる原
因となるため好ましくない。前記搬送中の電位を抑制するためには，搬送機構が導電性の
素材で出来ていることが望ましい。例えば，ウエハが搬送機構上にある際のウエハからア
ースまでの搬送機構を介した抵抗値が１０８ｋΩ程度以下となるような素材であればよい
。
【００４３】
　搬送中の電位抑制のためには，ウエハの搬送機構を介した対地静電容量が十分大きくな
る構造でもよい。図５にウエハの地表に対する静電容量が十分大きくなる構造をもった搬
送機構の例を示す。図５に示す様にウエハの搬送機構としてウエハ搬送アーム５０１が存
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在し，ウエハ搬送アーム５０１が接地された導体部分５０１ａとその導体を覆う誘電体の
膜５０１ｂとを備える構造で，搬送アーム上のウエハ５０２とアームの導体部分５０１ａ
の静電容量が１０－１０F程度以上となるような構造であってもよい。
【００４４】
　以下，静電吸着電極への直流電源による印加電圧Ｖ１およびマイクロ波入射終了後，静
電吸着電極への印加電圧制御開始までの時刻Ｔ１の決定に関して説明をする。
【００４５】
　まず，印加電圧Ｖ１に関して，実験により確認した押し上げピン上昇後のウエハ電位と
静電吸着電極への直流電源からの印加電圧との関係を図６に示す。静電吸着電極への印加
電圧を制御することによってウエハ電位が変化していることから，押し上げピンが上昇し
た状態でも静電吸着電極へ印加する電圧を制御することによってウエハ電位の制御が可能
であることが示された。また，静電吸着電極への印加電圧とウエハ電位との比はおよそ１
：０．１１８であることが示された。
【００４６】
　上記の比は静電吸着電極と試料台表面との間の誘電体層１１２の静電容量と，試料台表
面とウエハとの間の静電容量と，押し上げピンを介したウエハの地表に対する静電容量と
の関係によって決定されているものと考えられる。図７には静電吸着電極，誘電体層，ウ
エハ，押し上げピンが作る電気回路を簡略化した等価回路を示す。尚，実際の等価回路に
はそれぞれの要素の抵抗値が存在するが，説明の簡略化のため，ここでは静電容量にのみ
注目して説明を行なう。
【００４７】
　ここでＣａおよびＣｂは誘電体層の静電容量値，ＶａおよびＶｂは上記誘電体層の静電
容量内の電位差，Ｃｃは試料台表面とウエハとの間の静電容量値，Ｖｃは上記試料台表面
とウエハとの間の静電容量内の電位差，Ｃｄは押し上げピンを介したウエハの地表に対す
る静電容量値，Ｖｄは上記ウエハの対地静電容量内の電位差である。尚，Ｖ１は内外静電
吸着電極に印加する直流電源の出力電圧である。図７に示す等価回路においては以下の式
が成り立つ。
【００４８】

【数１】

【００４９】
尚，ここで，Ｖ＝Ｖａ＝Ｖｂである。Ｃａ＝Ｃｂ＞＞Ｃｃ，Ｃａ＝Ｃｂ＞＞Ｃｄとすると
，Ｖ＝Ｖａ＝Ｖｂ～０となり以下が成り立つ。
【００５０】
【数２】

【００５１】
このとき，ウエハの電位は以下となる。
【００５２】
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【数３】

【００５３】
　従って，静電吸着電極への印加電圧とウエハ電位との比は，主に試料台表面とウエハと
の間の静電容量と，ウエハの押し上げピンを介した地表に対する静電容量で決まっている
ものと考えられる。ウエハと試料台表面との間の静電容量に関しては，ウエハの面積およ
びウエハと試料台表面との間の距離，すなわち押し上げピンの押し上げ距離によって以下
の式にて見積もることが可能である。
【００５４】
【数４】

【００５５】
　ここでε０は真空の誘電率，Ｓはウエハ面積，ｄは押し上げピンの押し上げ距離である
。一方，押し上げピンを介したウエハの対地静電容量は主に装置の仕様によって決まる値
であると推測され，ネットワークアナライザ等を使用して把握すればよい。
【００５６】
　本実施例においては，ウエハ押し上げ時のウエハ電位と静電吸着電極への印加電圧の関
係は図６に示すような実験により把握しても良いし，上記のようにウエハ押し上げ時のウ
エハと試料台表面との間の静電容量とウエハの対置静電容量との関係から計算にて求めて
もよい。
【００５７】
　次にプラズマの浮遊電位について述べる。図８には発明者が行なったプラズマ浮遊電位
計測の結果を示す。処理時のマイクロ波パワー，圧力に対して浮遊電位の依存性は大きく
無く，プラズマ処理条件の変化に対して浮遊電位の変化は比較的感度が低いことが伺える
。浮遊電位は平均して－１５Ｖ程度であり，この－１５Ｖがウエハの電位として補正すべ
き量となる。値のばらつきに関しては，浮遊電位の絶対値は，－１２Ｖから－１８Ｖの間
に入っているため，マージンを考慮して－１５Ｖ±５Ｖが妥当であると考えられる。
【００５８】
　押し上げピン上昇後の静電吸着電極への印加電圧とウエハ電位との比は上記の様に１：
０．１１８であるので，静電吸着電極へ印加すべき電圧の値としては，＋１２７Ｖ±４２
．４Ｖの範囲となる。従って図４における内外両静電吸着電極に印加する電圧Ｖ１の値と
しては，例えば＋１２７Ｖとすればよい。
【００５９】
　次に図４の時刻ｔ１における制御開始のタイミングに関する時間Ｔ１の決定について説
明する。ウエハの電位制御を開始する時刻ｔ１では，プラズマの放電が完全に終了してい
ることが求められる。これは，上述の通り，処理室内にプラズマが存在している場合，プ
ラズマからの電荷の流入により静電吸着電極への電圧印加によるウエハ表面の電位の変化
が妨げられるためである。処理室内のプラズマは，マイクロ波電力の遮断により消失する
が，マイクロ波電力の遮断後，暫くの間はアフターグロープラズマと呼ばれるプラズマが
処理室内に残存することが知られている。従って，Ｔ１の決定のためにはアフターグロー
プラズマの影響を考慮する必要がある。
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【００６０】
　Ｔ１の決定に関して発明者が実施した実験の結果を図９に示す。図９はウエハ表面の電
位の変化量とＴ１の関係である。Ｔ１が正の場合は，マイクロ波電力遮断後に可変直流電
源の出力電圧の印加が開始されていることを示し，Ｔ１が負の場合は，マイクロ波電力遮
断前に印加が開始されていることを示す。
【００６１】
　Ｔ１が負の場合は，明らかにウエハ電位の変化が妨げられているが，Ｔ１が正の場合は
その値が０．１秒程度での場合のウエハ電位の変化量と，Ｔ１が１秒の場合のウエハ電位
の変化量はほぼ変わらない。この結果からＴ１は０．１秒以上であればアフターグロープ
ラズマの影響を防ぐのに十分であると言える。また，Ｔ１が長くなるほど，ウエハには異
物が引き寄せられるようになるため，長いＴ１は異物付着抑制の観点から好ましくない。
ウエハ電位による異物誘引の時間スケールは通常秒オーダーであるので，本発明において
はＴ１の上限は１秒とする。
【００６２】
　以上で述べたＶ１およびＴ１の値に従って，図４に示す除電シーケンスを，制御装置１
１６を用いて実施することにより，ウエハ電位は図４に示されるようにマイクロ波電力の
遮断後，速やかに０Ｖとなり，その結果，異物のウエハへの誘引を防ぐことができる。
【００６３】
　尚，プラズマ処理装置は，ユーザの操作に基づいて記憶装置１１５に上記制御の出力電
圧値を自由に設定するためのユーザインタフェースを備えてもよい。
【００６４】
　例えば，プラズマ処理装置は，ディスプレイと入力装置と入力装置から入力された設定
条件をディスプレイに表示し，かつ，記憶装置に設定値を読み込むソフトウェアを備えて
いても良く，ユーザが入力装置およびディスプレイを用いて記憶装置１１５に本発明に係
る制御のための出力電圧値を自由に設定できるような構成であってもよい。
【００６５】
　プラズマ処理終了後にウエハ表面の電位を０Ｖにすることによる異物の付着抑制効果を
計算にて見積もった。その結果を図１０に示す。図１０の横軸はウエハの電位であり，縦
軸は，処理室内壁面から処理室中に飛び出した異物のウエハへの到達率である。また，計
算は以下の条件で実施した。
【００６６】
　処理室１０１の内部の圧力は０．６Ｐａとし，処理室内には平均して３ｍ／ｓの処理室
上部から排気口へ向かう希薄流体の流れがあるとした。異物の粒径については，１０ｎｍ
，２０ｎｍ，５０ｎｍの三種類の粒径で計算を実施した。異物の帯電は，－１．６ｘ１０
－１９［Ｃ］とした。到達率は，１回の計算あたり１０００個の粒子の挙動を計算し，そ
のうちウエハに到達するものの数をカウントすることで算出した。
【００６７】
　これらの異物は真空処理室の内壁面の，ウエハより上部のとある区間から発生するとし
，それぞれの異物の発生場所は前記区間内でランダムに決定した。また，異物が壁面から
発生する際の初速度については５ｍ／ｓ以下の値をそれぞれの異物に対してランダムにあ
たえることとした。
【００６８】
　上記の条件で計算を行った結果，５０ｎｍ以上の大きな異物に関しては，浮遊電位程度
の比較的小さな電位では異物のウエハへの到達率は増加しないが，２０ｎｍや１０ｎｍと
いった小さな異物に関しては，浮遊電位程度の電位をウエハがもつことにより，帯電した
異物がウエハに引き寄せられ到達し得ることが分かった。特に１０ｎｍの異物に関しては
，１０Ｖ程度の電位でそのほとんどがウエハに到達するようになることから，本発明によ
りプラズマ放電の中断中にプラズマによって発生するウエハ表面の電位を打ち消すことに
より微小な異物がウエハに付着することを防ぐことができると考えられる。
【実施例２】
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【００６９】
本実施例では，実施例１とは異なる構成の部分について説明する。図１１には，本実施例
における処理のタイムチャートを示す。本実施例においては，押し上げピンが上昇した後
，時刻ｔ０において，図１に記載の制御装置１１６は記憶装置１１５に記憶された値を元
に，静電吸着電極１０８および１０９の両方に可変直流電源１１０および１１１を用いて
負極性の電位－Ｖ１を印加する制御を行なう。
【００７０】
　尚，ここでの印加電圧の絶対値は実施例１の場合と同様であるため，印加電圧－Ｖ１は
例えば－１２７Ｖである。この際，静電吸着電極に電位が印加されるが，プラズマ放電が
継続されているため，ウエハの電位はプラズマ浮遊電位から変化しない。その後，静電吸
着電極には上記電圧を印加したままマイクロ波電力を遮断し，マイクロ波電力遮断の後，
時刻ｔ１において制御装置１１６は静電吸着電極への印加電圧を０Ｖとする。
【００７１】
　この時刻ｔ１における印加電圧を０Ｖにすることにより，静電吸着電極への印加電圧は
－Ｖ１から０へ＋Ｖ１変化することになるため，この静電吸着電極の電位の変化によって
ウエハ電位も変化することになる。静電吸着電極への印加電圧の変化量と，ウエハ電位の
変化量との関係は図６に示す関係であるため，例えば，時刻ｔ１において－１２７Ｖの印
加電圧を０Ｖとすると，静電吸着電極への印加電圧は＋１２７Ｖ変化し，それに伴いウエ
ハの電位は＋１５Ｖ分変化しプラズマの浮遊電位程度分の電位を打ち消すことができる。
【００７２】
　以上の制御を行なうことによってプラズマによって発生するウエハ電位をプラズマ放電
の終了後に打ち消し，ウエハへの帯電した異物の付着を低減できる。
【００７３】
　以上，本発明により，プラズマ処理に関して，除電時のプラズマ処理によって発生する
ウエハ表面の電位をプラズマ放電の終了後に打ち消し，ウエハへの帯電した異物の付着を
低減し，また，装置内構造物との放電の発生を低減できる。また，以上，本発明を実施の
形態に基づいて具体的に説明したが，本発明は前記各実施の形態に限定されず，その要旨
を逸脱しない範囲で種々に変更可能である。
【００７４】
　例えば，本実施例においては内外の静電吸着電極に印加する直流電源の電圧値はそれぞ
れ等しいものとしたが，内外静電吸着電極に印加する直流電源の電圧値は両者の平均値が
Ｖ１になれば，それぞれことなる値であってもよい。例えば，Ｖ１として平均＋１２７Ｖ
の印加を行なう場合，内側電極に印加する電圧が＋１２８Ｖ，外側電極に印加する電圧が
＋１２６Ｖでもよい。但し，内外に印加する電圧が異なる場合にはウエハの抵抗が高い場
合にはウエハ電位の内外差の発生につながる可能性もあり，注意が必要である。
【００７５】
　また，例えば，マイクロ波電源１０５の出力遮断を監視し，記憶装置１１５に記録した
値を用いて制御装置１１６にて可変直流電源の出力電圧を制御するという一連の装置およ
びその動作を担う役割を図示していない装置全体を制御する主制御装置（ホストコンピュ
ータ等）へソフトウェアとして組み込むことも可能である。
【００７６】
　また，例えば，本実施例ではダイポール電極の動作のみについて記載をしているが，モ
ノポール電極でも適用可能である。また，例えば，静電吸着電極の表面にある誘電体膜の
固有抵抗値については特に記載をしていないが，その固有抵抗値の多寡に関わらず適用可
能である。具体的にはクーロン方式の吸着を行なう電極であっても，ジョンソン－ラーベ
ック(Johnsen-Rahbek)式の吸着を行なう電極であってもよい。
【００７７】
　さらに本発明は，ＥＣＲ型プラズマエッチング装置に適用した例で説明したが，本発明
は，誘導性結合型プラズマエッチング装置，容量性結合型プラズマエッチング装置等の他
のプラズマ源のプラズマ処理装置にも適用可能である。
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【符号の説明】
【００７８】
１０１…処理室，１０２…試料台，１０３…ウエハ，１０４…ソレノイドコイル，１０５
…マイクロ波電源，１０６…マイクロ波発振源，１０７…導波管，１０８…静電吸着電極
，１０９…静電吸着電極，１１０…可変直流電源，１１１…可変直流電源，１１２…誘電
体層，１１３…貫通孔，１１４…押し上げピン，１１５…記憶装置，１１６…制御装置，
５０１…ウエハ搬送アーム，５０１ａ…導体部分，５０１ｂ…誘電体の膜，５０２…ウエ
ハ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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